
（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

　　現金預金 十八親和銀行小値賀支店 － 運転資金として － － 58,189,968
　　事業未収金 事業未収金 － 介護報酬2月、3月分 － － 48,420,176
　　未収補助金 未収補助金 － 職員宿舎補助金 － － 49,800,000
　　前払金 前払金 － 火災保険他 － － 3,182,238

159,592,382

　　土地

　
養寿園　長崎県北松浦郡小
値賀町笛吹郷1756番2

－
第1種社会福祉事業である、特
別養護老人ホーム養寿園等に
使用している

－ － 27,939,903

　
ＧＨ暖家　長崎県北松浦郡
小値賀町笛吹郷2698番1

－
第2種社会福祉事業である、グ
ループホーム暖家に使用して
いる

－ － 14,403,753

42,343,656
　　建物

　
養寿園　長崎県北松浦郡小
値賀町笛吹郷1756番地2

1989年度
第1種社会福祉事業である、特
別養護老人ホーム養寿園等に
使用している

324,242,381 252,301,084 71,941,297

　
養寿園増築棟　長崎県北松
浦郡小値賀町笛吹郷1756番
地3

2017年度
第1種社会福祉事業である、特
別養護老人ホーム養寿園等に
使用している

486,367,200 84,178,932 402,188,268

　
ＧＨ暖家　長崎県北松浦郡
小値賀町笛吹郷2698番地1

2008年度
第2種社会福祉事業である、グ
ループホーム暖家に使用して
いる

59,246,000 23,799,672 35,446,328

509,575,893
　　建物付属設備 グループホーム電気設備他 ＧＨ暖家、養寿園に使用 73,553,000 51,448,004 22,104,996

574,024,545

　　土地
長崎県北松浦郡小値賀町笛
吹郷2385番地1

－ 職員宿舎に使用 － － 2,000,000

　　建物
長崎県北松浦郡小値賀町笛
吹郷2385番地1

2022年度 職員宿舎に使用 78,650,000 297,916 78,352,084

　　構築物 舗装路面、フェンス他 － ＧＨ暖家で使用している 7,402,000 7,401,997 3
　　機械及び装置 養寿園空調設備 － 養寿園で使用している 18,036,390 17,652,668 383,722
　　車輌運搬具 ニッサンワンボックス他 － 利用者送迎用 8,390,892 8,000,262 390,630
　　器具及び備品 ベッド、車椅子他 － 施設利用のための器具備品 51,722,897 39,971,168 11,751,729
　　有形リース資産 介護保険システム機器一式 － 養寿園で使用している 5,643,000 2,821,500 2,821,500
　　ソフトウェア 栄養・給食管理ソフト － 養寿園で使用している 160,000 152,000 8,000

　　人件費積立資産 十八親和銀行小値賀支店 －
人件費の目的のために積立し
ている定期預金

－ － 30,000,000

　　修繕費積立資産 十八親和銀行小値賀支店 －
修繕費の目的のために積立し
ている定期預金

－ － 40,000,000

　　施設建替資金積立資
産

十八親和銀行小値賀支店 －
将来の施設建替の目的のため
に積立している定期預金

－ － 25,570,000

191,277,668
765,302,213
924,894,595

　　事業未払金 3月分物品購入 － － － 12,404,737
　　１年以内返済予定設
備資金借入金

十八親和銀行小値賀支店 － － － 20,396,390

　　１年以内返済予定
リース債務

介護保険システム機器一式 － － － 1,128,600

　　職員預り金 徴収税等 － － － 492,629
　　賞与引当金 職員賞与に係る引当金 － － － 12,840,000

47,262,356

　　設備資金借入金 十八親和銀行小値賀支店 － － － 34,312,758
　　リース債務 介護保険システム機器一式 － － － 1,692,900

36,005,658
83,268,014

841,626,581

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。

・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載

　する。

　なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

　また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。

　２　固定負債

　　　　　　　　　　　　　　　　固定負債合計
　　　　　　　　　　　　　　　　　負債合計
　　　　　　　　　　　　　　　　 差引純資産

　　　　　　　　　　　　　　　　　資産合計
Ⅱ　負債の部
　１　流動負債

　　　　　　　　　　　　　　　　流動負債合計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計

　　　　　　　　　　　　　　　　基本財産合計
　 (2)その他の固定資産

　　　　　　　　　　　　　　その他の固定資産合計
　　　　　　　　　　　　　　　　固定資産合計

　１　流動資産

　　　　　　　　　　　　　　　　流動資産合計
　２　固定資産
　 (1) 基本財産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計

   1：【法人合計】

財　　産　　目　　録
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Ⅰ　資産の部


